
 
令和５年１２月２５日 

 
応 募 者 希 望 各 位  
 

⼤館市建設部⼟⽊課⻑  
 

「道路等包括管理業務に関する質問」の回答結果について（一部追加） 
 

令和５年１１月１日から１５日までに受付した「道路等包括管理業務に関する質問」に
ついて、実施要項兼募集要項の９（３）に基づき、次のとおり回答を通知します。 
 

記 
 
・「仕様書」に関する質問と回答 

№ 貢 項 目 名 質 問 回 答 
１ P6 

〜 
P7 

22．支払条件 
(1)マネジメント業
務 

マネジメント業務の減額等につ
いて 
①減額金額の対象は、マネジメ
ント業務に関する金額 
②加点減点は、判断基準の例か
ら考えて狭義の意味のマネジメ
ント業務ではなく業務全体を考
慮した結果の加点減点と考えて
よいですか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご認識のとおり、業務全体の
実施状況を考慮して、市が必要
と判断したときに加点・減点ポ
イントを付与します。 

なお、「判断基準の例」に示
す内容は一例であり、実際の業
務では複雑な要素や多様な課題
などが生じることから、発生し
た事象を受託者と市の双方が真
摯に受け止め、協議のうえ加
点・減点を決定するものとしま
す。 
 
【追記】 

仕様書の一部を変更いたしま
す。 



№ 貢 項 目 名 質 問 回 答 
２ P6 

〜 
P7 

22．支払条件 
 

業務遂行の質を保つためと思い
ますが、ペナルティともとれる
施策は必要なのでしょうか？ 
別の方法を検討してもらえるの
かお聞かせください。 
 

№2から№5については、一括
して回答します。 

減額規定の目的について、本
業務は受託者の裁量を広く認め
ることで効率的に業務を遂行し
ていただくことを期待してお
り、その業務品質を確保するた
めに減額規定を設けています。 

業務品質が不十分である場
合、市はモニタリング結果を踏
まえて書面により業務の改善を
勧告しますが、その後業務の改
善がなされない場合は、「減点
ポイント」を付与します。 

減点ポイントが付与された場
合においても、優れたサービス
提供や創意工夫による業務改善
などが見られた場合、「加点ポ
イント」の付与により減額を回
避することが可能です。 

月例会議などで受託者と市の
間で、十分なコミュニケーショ
ンを取り、対応方針を確認した
うえでもそれが遂行されない場
合に、やむを得ず検討する対応
とご認識ください。 
 
【追記】 

仕様書の一部を変更いたしま
す。 

３ P6 
〜 
P7 

22．支払条件 
(1)マネジメント業
務の減額等 
 

マネジメント業務に対して加点
より減点対象判断基準が余りに
も多く、リスクが多すぎるので
はないか。（特に減点は減額で
加点は増額しない点など） 
 

４ P6 
〜 
P7 

22．支払条件 
(1)マネジメント業
務の減額等 
 

なぜ加点・減点が必要なのです
か。 
(マネジメント経費削減の為？) 
 
判断基準の中で、要求水準を上
回る業務・優れたサービスの提
供、多⼤な費用をかけず施工・
継続的なコスト縮減等につい
て。 
（判断基準は、性能規定の範囲
内以上の業務を受託者に望み、
減点ポイントを増やす為？） 
 

５ P6 
〜 
P7 

22．支払条件 
 

今現在、県・市発注の災害復
旧工事等の発注件数が増加し
ており、現場代理人や作業員
の人手不足状態が続いてい
る。そのため、緊急時対応が
できないなど業務が遅延する
可能性があり、この事項には
とても厳しい内容であると感
じる。 
 



 
・「特記仕様書」に関する質問と回答 

№ 貢 項 目 名 質 問 回 答 
１ P12 要求水準編 (3)舗装維持工における要求水準

で、舗装穴埋めや判断基準を明
確にしてほしい。 
（緊急で情報提供されても当日
対応が難しい。） 
（担当者と受託者の緊急性の判
断違い。） 

仕様書（P10）の第４編道路
編3.舗装維持工にあるとおり、
穴埋めやパッチング処理などを
行うこととなりますが、パンク
事故が予想さる箇所などの緊急
的な取り扱いにおいては、月例
会議などで担当職員との確認・
協議により対応方針を決定する
こととします。 
 
 

 
 
・「その他」に関する質問と回答 

№ 貢 項 目 名 質 問 回 答 
１  受託後の配置技術

者の変更について 
総括業務責任者、業務責任者
は、他の業務と兼任できます
か、また、工事（現場代理人、
主任技術者等）との兼務は、ど
うですか？ 
 

本業務の配置技術者について
は、いずれの役職も他業務また
は他工事における現場代理人や
主任技術者などとの兼務を認め
ます。 

２  受託後の責任者等
の交代について 

３年間の⻑期業務契約中に、総
括業務責任者、業務責任者の交
代は認められますか？（退職、
病気等以外） 
 

やむを得ない場合、市との協
議のうえで交代を認めます。 

３  最優秀提案者（交
渉権者）との契約
締結前の協議につ
いて 

契約書（案）の提示は、どのタ
イミングでされますか？ 
(早く示してもらいたいです） 
 
 
 

契約書（案）は、最優秀提案
者と技術提案書の結果通知（令
和６年３月1日）以降できるだ
け速やかに提示し、交渉権者と
協議することを予定していま
す。 
 



№ 貢 項 目 名 質 問 回 答 
４  受託後の委託料の

変更について 
契約金額の増減は、あります
か？（物価変動リスクの項目の
注に協議とあります） 
 
 
 

リスク分担表で市と受託者双
方がリスクを負うこととしてい
る項目（著しい物価変動、気象
や災害等による業務量の増⼤、
第三者に起因する費用増⼤等）
については、その要因を鑑み
て、協議のうえで増減を決定し
ます。 

３年間の⻑期契約において、人
件費、経費等の見直しはあるの
でしょうか? 
 
 
 

５  その他 経営事項審査に反映させたい
が、方法はありますか？ 
 
 
 
 
 
 
 

本業務は委託契約となるた
め、兼業売上として計上可能で
す。建設工事ではないため、経
営事項審査における工事実績と
しては計上できません。 
 
 
 

６  その他 性能規定を拡⼤採用しています
が、見る人により判断が異なる
と思いますがいかがでしょう
か。 
（特に一般市⺠と施工業者には
⼤きな乖離がある） 
 
 
 
 
 

仕様書のP13〜P20に示す要
求水準に基づき、安全な道路利
用を前提とした対応をお願いい
たします。 

個別事象における対応判断に
ついては、月例会議などで担当
職員との確認・協議により対応
方針を決定することとします。 
 
 
 

 


